
【介護老人福祉施設サービス費】 （1日あたりの単位数）

※山武市は７級地で１単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、
　　うち１割または２割、3割が利用者負担額となります。
【居住費・食費】 （1日あたりの利用料）

円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日

【1ヶ月（30日）あたりの利用料金目安】 （単位：円）

※第１段階から第４段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請
　　が必要です。
※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく第４段階（915円）　となります。
※利用料金は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により　変更になること
   がございますので、ご了承ください。

※その他の日常生活費について
〇医療費(訪問(歯科)診療・材料費・薬代)・理美容代、健康管理費（インフルエンザ予防接種代等）、
　施設外に依頼されるクリーニング代等
〇その他、入居者の希望する趣味、嗜好品、出前等の飲食代、レクリエーション等にかかる品物代等は自費となります。

※　その他の各種加算料金(裏面参照)

加
算

施設サービス費 589 659 732 802

特別養護老人ホーム成島苑（従来型）
利用料金のご案内

令和6年8月1日現在

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1007
102介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 70 78 87 94

871
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 22
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12

430
第３段階② 430
第４段階

一日あたりの合計 693 771 853 930

第４段階 1,445
※食費内訳（朝食：367　昼食：474　おやつ：100　夕食：504）

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

915

食
　
費

第１段階 300
第２段階 390

第３段階① 650
第３段階② 1,360

居
住
費

第１段階 0
第２段階 430

第３段階①

要介護5

合
　
計

第１段階 ¥30,094 ¥32,464 ¥34,935 ¥37,305 ¥39,642
第２段階 ¥45,694 ¥48,064 ¥50,535 ¥52,905 ¥55,242

第３段階① ¥53,494 ¥55,864 ¥58,335 ¥60,705 ¥63,042

第４段階 ¥91,894 ¥94,264 ¥96,735 ¥99,105 ¥101,442
第３段階② ¥74,794 ¥77,164 ¥79,635 ¥82,005 ¥84,342

（３割負担） ¥134,080 ¥141,190 ¥148,605 ¥155,715 ¥162,724
（２割負担） ¥112,987 ¥117,727 ¥122,670 ¥127,410 ¥132,083



単位

単位 1月あたり６日を限度として所定単位数に代えて算定する。（１日につき）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位 死亡日４５日前～３１日前

単位 死亡日３０日前～４日前
単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

※　各種加算の算定は各入居者様の状態により相談させて頂きます。

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が最低基準を1以上、上回っている場合。但し、
入居者の動向を検知できる見守り機器を導入している100分の15以上設置し、安全か
つ有効に活用するための委員会を設置している場合には、最低基準を0.9以上

看護体制加算(Ⅰ)イ 6 入所定員が30人以上50人以下であること。常勤の看護師を1名以上配置していること。

初　　期　　加　　算 30 入所した日から起算して30日以内。（1日につき）

入院・外泊時加算 246

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20
個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働
省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情
報を活用すること。

栄養ケア・マネジメント強化加算 11
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、①医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画
に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整
等を実施すること。　②入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を
行うこと。

看護体制加算(Ⅱ)イ 13
看護体制加算(Ⅰ)イに該当し、看護職員り数が25又はその端数を増すごとに1以上であ
り、かつ指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。
また、病院等(嘱託医)との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。

個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、　
個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する。

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110
加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛
生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情
報を活用していること。(新設)

  看取り介護加算【Ⅰ】(1) 72

療養食加算 6 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する療養食を　
提供した場合に算定する。（１食につき）

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを
月2回以上行った場合。職員に対する技術的助言及び指導、相談対応（1月につき）

22 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上。（１日につき）

サービス提供体制強化加算【Ⅱ】 18 看護・介護職員の総数の内、常勤職員に占める割合が100分の75以上。（１日につき）

  看取り介護加算【Ⅰ】(2） 144
  看取り介護加算【Ⅰ】(3） 680
  看取り介護加算【Ⅰ】(4） 1,280

死亡日前々日、前日
死亡日

サービス提供体制強化加算【Ⅰ】

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)満たし、評価の結果、褥瘡の発生がない。

排せつ支援加算 100 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、
当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合。（6月以内の期間／１月につき）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 入所者ごとの褥瘡の発生と関連のりあるリスクについて入所時に評価するとともに３月に１回褥瘡ケ
ア計画を作成し、評価を厚生労働省に提出。

若年性認知症入所者受入加算 120 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。（１日につき）

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急
入所した場合。（１日につき）入所後７日に限る。

サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 6 入所者に直接サービス提供する職員総数のうち勤続年数3年以上の者の
占める割合が100分の30以上。（１日につき）

日常生活継続支援加算【Ⅱ】 46 入所者総数のうち要介護4、要介護5の者の占める割合が100分の70以上。
介護福祉士の数が、６又はその端数を増すごとに1以上。（１日につき）



【介護老人福祉施設サービス費】 （1日あたりの単位数）

※山武市は７級地で１単位あたり10.14円になりますので、上記の合計×10.14が保険請求額となり、
　　うち１割または２割、3割が利用者負担額となります。
【居住費・食費】 （1日あたりの利用料）

円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日
円／日

【1ヶ月（30日）あたりの利用料金目安】 （単位：円）

※第１段階から第４段階は、介護保険負担限度額を表します。介護保険負担限度額につきましては市役所への申請
　　が必要です。
※居住費は入院・外泊された場合、7日目以降は介護保険負担限度額に関係なく、第４段階（2,066円）　となります。
※利用料金は、要介護度、介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改正により　変更になること
   がございますので、ご了承ください。

※その他の日常生活費について
〇医療費(訪問(歯科)診療・材料費・薬代)・理美容代、健康管理費（インフルエンザ予防接種代等）、
　施設外に依頼されるクリーニング代等
〇その他、入居者の希望する趣味、嗜好品、出前等の飲食代、レクリエーション等にかかる品物代等は自費となります。

※　その他の各種加算料金(裏面参照)

加
算

施設サービス費 670 740 815 886

特別養護老人ホーム成島苑(ユニット型）
利用料金のご案内

令和6年8月1日現在

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1106
112介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 80 88 97 105

955
夜勤職員配置加算【Ⅱ】イ 27

個別機能訓練加算 12

1,370
第３段階② 1,370

第４段階

一日あたりの合計 789 867 951 1030

第４段階 1,445
※食費内訳（朝食：367　昼食：474　おやつ：100　夕食：504）

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

2,066

食
　
費

第１段階 300
第２段階 390

第３段階① 650
第３段階② 1,360

居
住
費

第１段階 880
第２段階 880

第３段階①

要介護5

合
　
計

第１段階 ¥59,405 ¥61,775 ¥64,315 ¥66,719 ¥69,055
第２段階 ¥62,105

第３段階② ¥105,905 ¥108,275 ¥110,815 ¥113,219 ¥115,555

¥64,475 ¥67,015 ¥69,419 ¥71,755
第３段階① ¥84,605 ¥86,975 ¥89,515 ¥91,919 ¥94,255

（２割負担） ¥153,340 ¥158,080 ¥163,159 ¥167,967 ¥172,639
第４段階 ¥129,335 ¥131,705 ¥134,245 ¥136,649 ¥138,985

（３割負担） ¥177,345 ¥184,455 ¥192,073 ¥199,285 ¥206,293



単位

単位 1月あたり６日を限度として所定単位数に代えて算定する。（１日につき）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位 死亡日４５日前～３１日前

単位 死亡日３０日前～４日前
単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

※　各種加算の算定は各入居者様の状態により相談させて頂きます。

初　　期　　加　　算 30 入所した日から起算して30日以内。（1日につき）

入院・外泊時加算 246

夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 27
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が最低基準を1以上、上回っている場合。但し、
入居者の動向を検知できる見守り機器を導入している100分の15以上設置し、安全か
つ有効に活用するための委員会を設置している場合には、最低基準を0.9以上

個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、　
個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練について算定する。

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20
個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働
省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情
報を活用すること。

看護体制加算(Ⅰ)イ 6 入所定員が30人以上50人以下であること。常勤の看護師を1名以上配置していること。

看護体制加算(Ⅱ)イ 13
看護体制加算(Ⅰ)イに該当し、看護職員り数が25又はその端数を増すごとに1以上であ
り、かつ指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。
また、病院等(嘱託医)との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを
月2回以上行った場合。職員に対する技術的助言及び指導、相談対応（1月につき）

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110
加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛
生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情
報を活用していること。(新設)

栄養ケア・マネジメント強化加算 11
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、①医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画
に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整
等を実施すること。　②入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を
行うこと。

療養食加算 6 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する療養食を　
提供した場合に算定する。（１食につき）

死亡日前々日、前日
  看取り介護加算【Ⅰ】(4） 1,280 死亡日
サービス提供体制強化加算【Ⅰ】 22 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上。（１日につき）

  看取り介護加算【Ⅰ】(1) 72
  看取り介護加算【Ⅰ】(2） 144
  看取り介護加算【Ⅰ】(3） 680

日常生活継続支援加算【Ⅱ】 46 入所者総数のうち要介護4、要介護5の者の占める割合が100分の70以上。
介護福祉士の数が、６又はその端数を増すごとに1以上。（１日につき）

若年性認知症入所者受入加算 120 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。（１日につき）

サービス提供体制強化加算【Ⅱ】 18 看護・介護職員の総数の内、常勤職員に占める割合が100分の75以上。（１日につき）

サービス提供体制強化加算【Ⅲ】 6 入所者に直接サービス提供する職員総数のうち勤続年数3年以上の者の
占める割合が100分の30以上。（１日につき）

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 入所者ごとの褥瘡の発生と関連のりあるリスクについて入所時に評価するとともに３月に１回褥瘡ケ
ア計画を作成し、評価を厚生労働省に提出。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)満たし、評価の結果、褥瘡の発生がない。

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急
入所した場合。（１日につき）入所後７日に限る。

排せつ支援加算 100 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、
当該支援計画に基づく支援を継続して実施した場合。（6月以内の期間／１月につき）


